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東京都地球温暖化対策施設整備費補助金交付要綱 

 

      ２２福保医政第１４０号 

平成２２年４月２２日 

改正 ２４福保医政第４２４号 

平 成 ２ ４ 年 ７ 月 2 4 日 

改正 ２６福保医政第１２９０号 

平成２６年１１月１３日 

改正 ３福保医政第２３６１号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 

改正 ５福保医政第７４８号 

令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 

改正 ６保医医政第９８７号 

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ９ 日 

 改正 ７保医医政第１０９８号 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 

 

第１ 目的 

この要綱は、地球温暖化対策に資する病院及び診療所（以下「病院等」という。）の

整備を支援することにより、病院等における地球温暖化対策の取組を推進することを目

的とする。 

 

第２ 補助対象 

 １ 補助対象者 

都内病院及び診療所の開設者であって、東京都知事が適当と認めるものとする。ただ

し、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第１条の３に規定する地方公共団体並びに地

方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法

人及び同条第２項に規定する特定地方独立行政法人を除く。 

 ２ 補助対象事業 

   地球温暖化対策に資する病院等の整備であって、病院等並びに整備内容が以下の要件

をすべて満たすこと。 

（１）病院等において省エネルギーに関する規程等を策定し、組織的な管理体制、個々の

職員の役割、基本的な取組の流れ等を定めていること。 

（２）整備の結果、当該病院等において、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10

年法律第 117号）第２条第５項に規定する温室効果ガス総排出量が整備前より減少す

ることが見込まれるものであって、整備内容の例の概要は以下のとおりとする。 

  ア 屋上等に太陽電池を設置し、太陽電池により発電した電力を病院等で通常使用す

る電力に活用するための整備 

  イ 屋上等に太陽熱給湯器を設置し、太陽熱で暖めた温水を暖房、給湯等に利用する

ための整備 
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  ウ 建物の壁面や屋上等の緑化を行う整備 

  エ 敷地、屋上等から集めた雨水を建物地下の雨水貯留槽に溜め、ろ過等の処理を行

い、トイレ洗浄水等に利用するための整備 

  オ 病院等の内部で発生する排水にろ過等の処理を行い、上水ほどの水質を必要とし

ないトイレ洗浄水等に利用するための整備 

  カ 高効率熱源機器の導入整備 

３ 補助対象経費 

   地球温暖化対策に資する整備に必要な工事費又は工事請負費。ただし、次に掲げる費

用については除く。 

 （１）土地の取得又は整地に要する費用 

 （２）門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

 （３）設計その他工事に伴う事務に要する費用 

 （４）既存建物の買収に要する費用 

 （５）その他整備費として適当と認められない費用 

 

第３ 補助金の交付 

   この補助金の交付額は、次により算出された額を、都の予算の範囲内で交付するもの

とする。ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

（１） 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

（２） （１）により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に次の表の第３欄に定める調整率と 0.66を乗じて得た額を

交付額とする。 

 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 調整率 

１医療機関当

たり 

109,430千円 

地球温暖化対策に資

する整備に必要な工

事費又は工事請負費 

既存病床数の割合による調整（前年度

３月３１日現在） 

 

１ 既存病床数が医療計画上の基準病

床数に占める割合が 105％以上の場合 

０．９５ 

 

２ 既存病床数が医療計画上の基準病

床数に占める割合が 105％未満の場合 

１．００ 

（注）過去に同一事業について補助を受け、現に使用しているときは、基準額から当該補助

の際の基準額を差し引いた額を基準額とする。 

 

第４ 補助金の交付申請 

   この補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年度 11 月
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30 日までに、別記第１号様式による交付申請書を知事に提出しなければならない。た

だし、必要によっては、知事があらかじめ定める日までに申請することができる。 

 

第５ 補助金の交付決定 

知事は、第４の規定による補助金の交付の申請があったときは、交付申請書及び関係

書類の審査並びに必要に応じての現地調査等を行い、適当と認めたときは第８に掲げる

事項を条件に補助金の交付の決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知する

ものとする。 

 

第６ 変更申請手続 

この補助金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、第４に定める規定に従い、毎年度１月 20日までに変更の申請を行

うものとする。 

 

第７ 申請の撤回 

  申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に異議があるときは、この

交付決定の通知受領後 14日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

第８ 交付の条件 

   この補助金の交付の決定には、次の条件が付けられるものとする。 

 １ 契約手続 

   補助事業に係る契約については、保健医療局医療施設等施設・設備整備費等補助金に

係る契約手続基準（平成 17年４月１日付 16福保医政第 1450号）によることとする。 

 ２ 事情変更による決定の取消し等 

（１）知事は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の

必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決

定内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、

既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

（２）（１）の規定により補助金の交付の決定を取り消すことがある場合は、天災地変そ

の他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続

する必要がなくなったと認める場合に限るものとする。 

（３）（１）の規定による補助金の交付決定の取消しにより特別に必要となった事務又は

事業に対して、補助事業に係る残務整理に要する経費及び補助事業を行うため締結し

た契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費に係る補助金を交付

する。 

（４）（３）の規定による補助金交付額の当該経費に対する割合、その他その交付につい

ては、（１）の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとす

る。 

  ３ 承認事項 

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が次のい
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ずれかに該当する場合は、あらかじめその理由及びその他必要事項を記載した書面を知

事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、（１）及び（２）に掲げる事項の

うち、軽微なものについては、この限りでない。 

（１）補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 ４ 事故報告 

（１）補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難と

なった場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告しなけれ

ばならない。 

（２）（１）の報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は、直ちにそ

の指示に従わなければならない。 

 ５ 状況報告 

（１）知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業

の実施状況、経理状況及びその他必要な事項について、報告を徴し、又は検査を行

うことがある。 

（２）施設整備の補助事業者は、毎年度 12 月末日現在の補助事業の遂行状況を翌月 15

日までに別記第２号様式により知事に報告しなければならない。 

 ６ 遂行命令等 

（１）知事は、補助事業者が提出する報告書及び地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 221 条第２項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容及びこれに

付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これら

に従って当該補助事業を遂行するよう命ずる。 

（２）補助事業者が（１）の命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該

補助事業の一時停止を命ずることができる。 

（３）（２）の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付決定の内容及

びこれに付けた条件に適合させるための措置を、指定する期日までにとらないときは、

知事は、11 の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

 ７ 調書の作成 

   補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかな

ければならない。 

 ８ 実績報告 

    補助事業者は、補助事業が完了したとき又は東京都の会計年度が終了したときは、

別記第３号様式による事業実績報告書を、指定する期日までに知事に２部提出しなけれ

ばならない。 

 ９ 補助金額の確定等 

   知事は、８の規定による事業実績の報告があったときは、事業実績報告書の審査及び   

現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付けた条件に
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適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するもの

とする。 

 10 是正のための措置 

   知事は、９の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとる

べきことを命ずるものとする。 

 11 決定の取消し 

（１）知事は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すものとする。 

   ア  偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

   イ  補助金を他の用途に使用したとき。 

   ウ  補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件、その他法令若しくはこの要

綱による指示に違反したとき。 

（２）（１）の規定は、９の規定により交付すべき補助金額の確定があった場合において

も適用する。 

12 補助金の返還 

（１）知事が 11の（１）の規定によりこの交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、補助事業者が補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を受領

している場合には、指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならな

い。 

（２）（１）の規定は、９の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、

既にその額を超える補助金を受領している場合においても適用する。 

 13 違約加算金及び延滞金 

（１）11の規定により、知事が補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合に

おいて、補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受   

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセン

トの割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければなら

ない。 

（２）知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれ

を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納付額につき年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満の場合

を除く。）を納付しなければならない。 

14 違約加算金の計算 

（１）補助金が２回以上に分けて交付されている場合における 13の（１）の規定の適用

については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したもの

とし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜ

られた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものと

する。 

（２）知事が 13の（１）の規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業
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者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず

当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

 15 延滞金の計算 

知事が 13の（２）の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者

が返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以

後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額

によるものとする。 

16 維持管理 

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物（以

下「財産」という。）については、事業終了後においても善良な管理者の注意をもって

管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

17 財産の処分 

（１）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産については、（２）

に定める期間を経過するまで知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して   

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（２）（１）による財産の処分の制限期間は、地方公営企業法施行規則（昭和 27年総理府

令第 73 号）及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15

号）で定める耐用年数とする。 

（３）知事の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を納付させることがある。 

18 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告 

（１）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別記第４号様式により速やかに知事

に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消

費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に

基づき報告を行うこととする。 

（２）（１）により知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を納付させることがある。 

 

第９ その他 

１ 特別の事情により、第３、第４、第６及び第８の８に定める算定方法及び手続によ

ることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるも

のとする。 

 ２  ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、東京都補助金等交付規則

（昭和 37年東京都規則第 141号）の定めるところによるものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月２２日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 
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  附 則 

 この要綱は、平成２４年７月２４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年１１月１３日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年３月３１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和６年８月２９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年９月１２日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


